
労働者派遣による保育教諭業務仕様書 

 

１ 業務の実施場所 

  八尾市立認定こども園（八尾市内５箇所） 

   ・八尾市立西郡そよかぜこども園 （所在地：八尾市桂町２－33） 

   ・八尾市立安中ひかりこども園  （所在地：八尾市安中町８－６－23） 

・八尾市立南山本せせらぎこども園（所在地：八尾市山本町南３－１－39） 

・八尾市立志紀おおぞらこども園 （所在地：八尾市志紀町西２－１－10） 

・八尾市立東山本わかばこども園 （所在地：八尾市東町３－５） 

 

２ 勤務場所、基本業務、期間及び派遣人数 

  【勤務場所】八尾市立認定こども園（八尾市内５園）のうち派遣先が指定する場所 

  【業務】  産育休代替等業務 

  【期間】  令和８年４月１日～令和９年３月 31日 

【人数】    １名以上 

      ※産育休代替業務として５名程度を予定 

      ※上記期間内で、最低１名以上の派遣をすること 

【業務内容】教育・保育業務 

（会議出席、研修参加、書類作成、保育室等の清掃、保護者対応含む） 

 

３ 契約期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月 31 日まで 

※派遣労働者ごとに個別契約を締結する。 

 

４ 契約形態 

  就労総時間数が確定できないため、単価契約とする。 

 

５ 必要な資格等 

  派遣労働者は、保育士資格（地域限定保育士資格を含む）、又は、幼稚園教諭免許（更

新時期が到来している場合は、更新されていること）を有していること。 

   

６ 基本的な勤務日及び勤務時間 

（１） 勤務日 月曜日～土曜日 

（２） 勤務時間  

原則、７時間 45 分（休憩時間 45 分間） 

７時間 45 分未満の場合は、市と協議の上、決定する。 

８時 30 分から 17 時を基本とし、７時から８時 30 分、17 時から 19 時の間で早

出、遅番の勤務及び行事等で日曜日に出勤する場合がある。 

（３） その他  

業務の都合等によりこれによりがたい場合は、派遣会社と別途協議する。 



 

７ 休日 

（１） 週休日として指定された月曜日から土曜日のうち 1 日及び日曜日 

（２） 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日 

（３） １２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に揚げる日を除く） 

（４） 業務の都合によりこれにより難い場合は、派遣会社と別途協議する。 

 

８ 個人情報の保護等 

個人情報の取り扱いについては、十分に注意するとともに、個人情報の保護について

は、派遣会社はもとより、派遣される各個人においても個人情報の保護に関する法律第

67 条による守秘義務が課せられることを十分に理解していること。契約書には別紙「労

働者派遣契約上の措置例」と同等の内容を盛り込むこと。 

 

９ 派遣労働者の待遇 

  派遣会社においては、派遣労働者に対して、社会保険の加入等、労働基準法、労働者

派遣法等関係法令を遵守していること。 

 

10 単価について 

 単価は全て同じ金額とし、交通費、社会保険料事業主負担分及びその他必要経費等を

加味した単価とすること。 

 

11 その他 

（１） 昼食は、園の給食を利用すること。（１食 250 円、１ヶ月 5,000 円を限度。別途

徴収するため、市の指定する方法で納付すること。） 

１食あたりの単価及び１ヶ月の限度額は今後、変更となることがある。 

（２） 派遣労働者は、他の保育教諭等とコミュニケーションを図り、協力しながら業務

に従事ができること。 

（３） 派遣労働者は、業務に必要な体力を有すること。 

（４） 契約に必要な経費は、すべて派遣会社が負担すること。 


